
１．抽選規定追加   

  平成２８年４月１日からは次のとおりとなります。 

変更前 変更後 

先着順で利用申込（申請）受付。 利用申込（申請）重複の場合、『抽選』により決定。 

２．変更後の申込から利用までの手続き   

利用申込書を当センター窓口へ提出してください。 

（法人名、団体名、サークル名、任意団体、氏名、希望日、希望箇所、利用内容等記載） 

※利用日の６ヶ月前の月の１日～２１日（２１日の提出は１７時まで） 

 

３．留意事項 

  （１）市内在住の１８歳以上の方のみ利用申込（申請）ができます。住所の確認のため、お申込みの際は、

本人確認ができる証明書をご提示ください。 

  （２）家族で利用申込の場合は、１世帯1申込とさせていただきます。法人、任意団体等で申込の場合は、

１団体１申込とさせていただきます。 

  （３）当センターの設置目的の観点から地場産業（草加せんべい、染物、皮革、各代表団体）、市内農業、

市内工業、草加市主催、草加商工会議所、指定管理者の利用希望があった場合は、そちらを優先

とさせていただきます。但し、これらに関連することでも転売目的のみのものは除くものとします。 

  （４）草加市物産・観光情報センター設置及び管理条例、同条例施行規則、その他法令、当センターの

注意事項等の関係上、お申込み、または利用申請をお受けできない場合がございます。 

  （５）利用申込の際は申込用紙に複数の希望箇所をご記入いただけますが、抽選に当選された場合に

ご利用いただけるのは、お１人または１団体につき１箇所となります。（他の箇所の抽選には参加で

きません。）なお、希望順を指定してのご記入はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。 

  （６）その他、当センターの指示に従ってください。 

 

利用申込が重複した場合 利用申込がなかった箇所 

≪抽選により決定します。≫ 

①利用日の６ヶ月前の月の２２日以降、当センター内 

で、センター従業員により実施します。 

②当選者（利用予定者）は、その他の箇所の抽選に 

は参加できないものとします。 

③抽選結果については月末までに連絡いたします。 

④当選者（利用予定者）は、「利用申請書提出」、「利 

用料納付」を速やかに行っていただきます。 

≪先着順で利用できます。≫ 

①抽選実施後（利用日の６ヶ月前の月の２２日以

降）、利用日の前日まで、『先着順』で利用申請

書を受け付けます。 


